
目

次

告

示

○
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
設
置
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
一

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
に
よ
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従

事
者
講
習
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
二

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
指
定
医
の
指
定
医
辞
退
届
書
の
提
出
qqq（

同

）
…
三

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
三

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
三

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
（
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
設

置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

第
四
条
中
「
青
森
県
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
み
ら
い
課
」
を
「
青
森
県
こ
ど
も
家
庭
部
こ
ど
も
み
ら

い
課
」
に
改
め
る
。

三
の
表
中
「
青
森
県
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
み
ら
い
課
」
を
「
青
森
県
こ
ど
も
家
庭
部
こ
ど
も
み
ら

い
課
」
に
、
「
青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
少
年
女
性
安
全
課
」
を
「
青
森
県
警
察
本
部
生
活
安

全
部
人
身
安
全
対
策
課
」
に
改
め
、
「
青
森
県
地
域
活
動
連
絡
協
議
会
」
を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
（
以
下
「
研
修
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
業

務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す

る
。

令
和
六
年
五
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

主
催
者
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
の
二

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

二

研
修
及
び
講
習
の
名
称

１

研
修

㈠

令
和
六
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
研
修
（
第
一
型
）

㈡

令
和
六
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
研
修
（
第
二
型
（
通
信
制
）
）

２

講
習

㈠

令
和
六
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
務
従
事
者
講
習
（
第
一
型
）

㈡

令
和
六
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
務
従
事
者
講
習
（
第
二
型
（
通
信
制
）
）

三

開
催
日
時
及
び
場
所
（
第
一
型
）

１

研
修

青
森
県
報
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第
七
百
五
十
九
号

令
和
六
年五

月
十
日

（
金
曜
日
）



日

時

場

所

令
和
六
年
七
月
二
十
一
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八
戸
市
根
城
八
丁
目
八
の
一
五
五

八
戸
市
総
合
福
祉
会
館

令
和
六
年
七
月
二
十
八
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

上
北
郡
東
北
町
字
乙
供
五
八

青
森
原
燃
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
セ
ン
タ
ー

令
和
六
年
九
月
一
日
（
日
）

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（
う
ち
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七

号
）
に
基
づ
く
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理

責
任
者
の
資
格
を
得
る
た
め
の
講
習
（
以
下

「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格

取
得
講
習
」
と
い
う
。
）
の
科
目
は
、
午
前

十
時
か
ら
正
午
ま
で
）

青
森
市
中
央
三
丁
目
二
〇
の
三
〇

県
民
福
祉
プ
ラ
ザ

令
和
六
年
九
月
八
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

む
つ
市
本
町
二
の
七

は
ね
や
ホ
テ
ル

２

講
習

日

時

場

所

令
和
六
年
七
月
二
十
一
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八
戸
市
根
城
八
丁
目
八
の
一
五
五

八
戸
市
総
合
福
祉
会
館

令
和
六
年
七
月
二
十
八
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

上
北
郡
東
北
町
字
乙
供
五
八

青
森
原
燃
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
セ
ン
タ
ー

令
和
六
年
九
月
一
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

青
森
市
中
央
三
丁
目
二
〇
の
三
〇

県
民
福
祉
プ
ラ
ザ

令
和
六
年
九
月
八
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

む
つ
市
本
町
二
の
七

は
ね
や
ホ
テ
ル

四

受
講
対
象
者

１

研
修

㈠

原
則
と
し
て
青
森
県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
業
務
に
従
事
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
師
（
第
一
型
）

㈡

青
森
県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
業
務
に
従
事
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
う
ち

第
一
型
研
修
を
都
合
に
よ
り
受
講
で
き
な
い
者
（
第
二
型
（
通
信
制
）
）

２

講
習

㈠

原
則
と
し
て
青
森
県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
業
務
に
従
事
す
る
者
（
第
一
型
）

㈡

青
森
県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
務
に

従
事
す
る
者
の
う
ち
第
一
型
講
習
を
都
合
に
よ
り
受
講
で
き
な
い
者
（
第
二
型
（
通
信

制
）
）

五

受
講
申
込
書
の
提
出
先

青
森
市
堤
町
二
丁
目
一
六
の
一
一

理
容
会
館
一
階

公
益
財
団
法
人
青
森
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

六

受
講
料

１

研
修
受
講
料

㈠

五
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
を
含
ま
な
い
も
の
）

㈡

八
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
を
含
む
も
の
）

㈢

三
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
の
み
の
も
の
）

２

講
習
受
講
料

四
千
五
百
円

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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令
和
六
年
五
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
エ

イ
ビ
ス
青
森
三
沢
市
日
の
出
四

丁
目
九
四
の
三
二

七

就
労
継
続

支
援
Ａ
型
エ
イ
ポ
ー
ル
三
沢
市
日
の
出
四

丁
目
九
四
の
三
二

七

令
和六･
五･三一

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第
四

条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
か
ら
指
定
医
辞
退
届
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
五
条

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

氏

名

勤

務

す

る

病

院

等

診

療

科

目

指
定
辞
退

年
月
日

名

称

所

在

地

日
下

歩

三
沢
市
立
三
沢

病
院

三
沢
市
大
字
三
沢

字
堀
口
一
六
四
の

六
五

泌
尿
器
科

（
じ
ん
臓
機
能
障
害
、

ぼ
う
こ
う
機
能
障
害
）

令
和六･
六･一七

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

一
般
社
団
法

人
ｒ
ｉ
ｐ
ｐ

ｌ
ｅ

弘
前
市
大
字
城
南

二
丁
目
二
の
四

児
童
発
達

支
援

こ
ど
も
サ

ポ
ー
ト

め
で
る

弘
前
市
大
字
田
園

二
丁
目
三
の
七

令
和六･
五･
一

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
六
年
五
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

一

十
和
田
市

令
和六･
四･二三

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

森
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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令
和
六
年
五
月
十
日

東
青
地
域
県
民
局
長

上

沢

謙

一

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

工
藤

賢
俊

青
森
市
大
字
後
潟
字
大
原
二
〇

令
和
六･
四･
二

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
田

子
町
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

八
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
日

三
八
地
域
県
民
局
長

松

尾

英

輔

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

畠
山

嘉
昭

澤
口

勝

大
坊

和
民

木
根

榮

千
葉

和
義

村
木

勉

新
井
田

哲
雄

岡
田

富
雄

向
井

邦
雄

佐
野

隆
男

長
畝

正
幸

白
板

文
雄

三
戸
郡
田
子
町
大
字
遠
瀬
字
新
田
一
〇

〃

〃

〃

字
遠
瀬
六
五

〃

〃

大
字
山
口
字
八
幡
平
六
の
六

〃

〃

大
字
石
亀
字
道
地
三

〃

〃

大
字
田
子
字
清
水
頭
五
二

〃

〃

大
字
相
米
字
細
野
五
の
二

〃

〃

大
字
田
子
字
新
井
田
平
五
一

〃

〃

大
字
茂
市
字
茂
市
五
九

〃

〃

大
字
田
子
字
向
山
二
六

〃

〃

〃

字
舞
手
五
二
の
三

〃

〃

〃

字
池
振
下
モ
平
三

七〃

〃

大
字
原
字
原
五
六

令
和六･
四･一一就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

脇
谷

敦
子

岩
間

理
絵

渕

嘉
内

福
田

信
雄

髙
沢

靖
直

畠
山

嘉
昭

澤
口

勝

大
坊

和
民

木
根

榮

千
葉

和
義

村
木

勉

七
日
市

登

市
村

節
男

向
井

邦
雄

佐
野

隆
男

土
川

政
幸

白
板

文
雄

渕

嘉
内

福
田

信
雄

髙
沢

靖
直

〃

〃

大
字
相
米
字
細
野
九
の
一

〃

〃

大
字
関
字
関
九
八
の
一

〃

〃

大
字
田
子
字
七
日
市
三
七

〃

〃

大
字
原
字
飯
豊
九
五

〃

〃

〃

字
雀
ヶ
平
六
七

〃

〃

大
字
遠
瀬
字
新
田
一
〇

〃

〃

〃

字
遠
瀬
六
五

〃

〃

大
字
山
口
字
八
幡
平
六
の
六

〃

〃

大
字
石
亀
字
道
地
三

〃

〃

大
字
田
子
字
清
水
頭
五
二

〃

〃

大
字
相
米
字
細
野
五
の
二

〃

〃

大
字
田
子
字
七
日
市
七
三

〃

〃

大
字
茂
市
字
茂
市
一
四

〃

〃

大
字
田
子
字
向
山
二
六

〃

〃

〃

字
舞
手
五
二
の
三

〃

〃

〃

字
北
川
向
三
の
二

〃

〃

大
字
原
字
原
五
六

〃

〃

大
字
田
子
字
七
日
市
三
七

〃

〃

大
字
原
字
飯
豊
九
五

〃

〃

〃

字
雀
ヶ
平
六
七

〃〃〃〃〃六･
四･一〇退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
舘

土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
日

三
八
地
域
県
民
局
長

松

尾

英

輔

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日
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理

事

清
川

安
美

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
表
河
原
一
七
の
一

令
和
六･
四･一一

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
西

津
軽
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
日

西
北
地
域
県
民
局
長

長

内

和

人

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

〃

成
田

房
子

八
木
橋
美
智
子

つ
が
る
市
柏
桑
野
木
田
福
井
五
九
の
一

〃

木
造
清
水
四
三
の
二

令
和
六･
四･
三

〃
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